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�愛媛県告示第５１５号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条の２の６第１項の規定に基づく産業廃棄

物処理施設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において

準用する法第１５条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第１２条の９第１項の申請書及び法第１５条の２の６第２項に

おいて準用する法第１５条条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境

局循環型社会推進課及び八幡浜保健所並びに大洲市役所において告

示の日から１月間公衆の縦覧に供する。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、 その

代表者の氏名

株式会社西田興産

大洲市徳森２４８番地

代表取締役 西田弘二

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

大洲市上須戒丁５９４番地ほか八筆

�愛媛県告示第５１３号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の規定により、県税の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５１４号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

新居浜市 新居浜市一宮町一丁目５番１号
受託者の本庁舎、川東支所及び上部支所
における自動車税（平成２３年度定時課税
分に限る。）の収納の事務

平成２３年４月１日から同
年６月３０日まで（納税の
受付は、同年５月９日か
ら同年６月１０日まで）

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県基幹ネットワークシステム運
用管理・利用支援業務 一式

愛媛県企画振興部
地域振興局情報政
策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２３年３月２５日
株式会社愛媛電算
松山市大手町１丁目１１
番地７

１４，５９５，０００円 一般競争入札 平成２３年２月８日

毎週（火・金）曜日発行 第２２５９号 平成２３年４月１５日

平成２３年４月１５日金曜日 第２２５９号

愛 媛 県 報

４０９
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３ 産業廃棄物処理施設の種類

管理型最終処分場

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物

を含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムく

ず、金属くず、「ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、

改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」

（石綿含有産業廃棄物を含む。）、鉱さい、がれき類（石綿含有

産業廃棄物を含む。）、産業廃棄物を処分するために処理したも

の

５ 申請年月日

平成２３年４月１日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び八幡浜保健所

�������
�愛媛県告示第５１６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（「電子国土基本図（地図情報）」修正測

量）

２ 作業期間 平成２２年５月１４日から

平成２３年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県内全域
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�愛媛県告示第５１７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（基盤地図情報整備業務）

２ 作業期間 平成２２年５月２８日から

平成２３年３月２５日まで

３ 作業地域 新居浜市
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�愛媛県告示第５１８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（基盤地図情報整備業務）

２ 作業期間 平成２２年１２月１３日から

平成２３年３月２５日まで

３ 作業地域 西条市、砥部町、内子町
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�愛媛県告示第５１９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（基盤地図情報整備業務）

２ 作業期間 平成２３年１月２１日から

平成２３年３月２５日まで

３ 作業地域 宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、久万高原町、

鬼北町、愛南町
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�愛媛県告示第５２０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山港湾・

空港整備事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があ

った。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真測量）

２ 作業期間 平成２３年３月１５日から

平成２３年３月２９日まで

３ 作業地域 西条市
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�愛媛県告示第５２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、今治市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２３年４月１５日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

�愛媛県告示第５２２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 田浦地区 平成２３年１月３１日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 宅間地区 平成２３年１月３１日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 上徳地区 平成２３年３月１０日

愛 媛 県 報平成２３年４月１５日 第２２５９号

４１０
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�愛媛県告示第５２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

伊方町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２３年４月１５日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

就 任

退 任

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年４月１５日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第５２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 渡 邉 宗 光 西宇和郡伊方町九町４番耕地７６１番地

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 三根生 繁 久 西宇和郡伊方町九町１番耕地１６８０番地
１

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１０５８３号 平成１９年
７月２７日 �ノノイチ 野々市竹男 松山市高浜町１－１４１６－

４１
平成２３年
３月７日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１６０８３号 平成１９年
３月１３日 四国生コン圧送� 藤岡 正彦 松山市上野町甲１２１ 平成２３年

３月７日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１１４２２号 平成１９年
２月１９日 �宇都宮組 宇都宮 勇 松山市祇園町５－２９ 平成２３年

３月７日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１１１５２号 平成１８年
５月２日 �徳永組 徳永 常利 伊予郡砥部町高尾田１２９４ 平成２３年

３月１５日 左官工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１２６１２号 平成１９年
３月３０日 �山本製作所 山本 功 松山市小栗３－７－１９ 平成２３年

３月２５日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１２３３８号 平成１８年
８月１７日 �細川工務店 須内 栄範 伊予市米湊８５３ 平成２３年

３月２９日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
しゆんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第１号

平成２３年４月７日
伊予郡松前町大字中川原字�西９６４番１、９６４番８

伊予郡松前町大字筒井６６２番地

ピュアタウンＣ棟２０１号

大 政 省 平

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町山鳥坂１７８０番地先から

同市肱川町山鳥坂４２７３番５まで

旧 ５．１～５１．４ ０．０５７

一部廃止

新 ０．０ ０．０００

愛 媛 県 報平成２３年４月１５日 第２２５９号

４１１



公 告
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�愛媛県告示第５２７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定に

基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結した。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

北田 隆

松山市桑原四丁目９番３号

２ 包括外部監査契約の期間の始期

平成２３年４月１日

３ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用

の額の算定方法及び支払方法

� 費用の額の算定方法

基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算

� 費用の支払方法

執務費用及び実費に相当する額の範囲内における概算払並び

に監査の結果に関する報告に基づく支払

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

玉川湖ボートコース整備業務の委託

� 委託業務名及び数量

玉川湖ボートコース整備業務一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

契約日から平成２３年１１月３０日まで

� 委託業務の履行場所

愛媛県今治市玉川町龍岡下

玉川ダム貯水池

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２３年度、

平成２４年度及び平成２５年度における製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務を委託期間内に確実に履行できる体制が整備されて

いることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加停止の期間中にない

者であること。

� 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日までの５年間に、国

民体育大会のボート競技において、国、地方公共団体又は地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する

指定管理者と、この公告に示した委託業務と同程度の業務に係

る契約を締結し、履行した実績を有する者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県企画振興部地域振興局国体準備課施設調整係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７３１

� 入札書の受領期限

平成２３年５月２６日（木） 午後１時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２３年５月２６日（木） 午後１時

愛媛県庁第二別館２階企画振興部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

委託業務を委託期間内に確実に履行できることを証明する書類

�愛媛県告示第５２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市森山字榎峠乙６４８番地３から

同市森山字角ヶ岩乙６６６番４まで
平成２３年４月１５日

愛 媛 県 報平成２３年４月１５日 第２２５９号
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を、入札書の提出に先立って提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を期間内に確実に遂行できると知事が

判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基

づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Construction of a boat course in Lake Tamagawa，１ set

� Time limit of tender：１：００ p．m．，２６May，２０１１

� For further information，please contact： National Sports

Fe s t i v a l P l ann i ng D i v i s i on， Reg i ona l P r omo t i on

Subdepartment，Planning and Promotion Department，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７３１

正 誤

�正 誤

平成２３年３月２２日付け第２２５２号愛媛県告示第３８８号（道路の区域

変更（県道新居浜港線））中

�正 誤

平成２３年４月１日付け第２２５５号愛媛県訓令第９号（愛媛県鳥獣害防止対策班規程）中

ページ 箇 所 誤 正

２０５ 表
区間欄中 新居浜市正枝町 新居浜市政枝町

ページ 箇 所 誤 正

３６５ 別表（第３条
関係）

１ 農林水産部農業振興局長

２ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室長

３ 県民環境部環境局自然保護課長補佐

４ 農林水産部管理局農政課主幹

５ 農林水産部管理局農業経済課長補佐

６ 農林水産部農業振興局農地整備課技術課長補佐（農林水産部

長が指定するものに限る。）

７ 農林水産部農業振興局農産園芸課技術課長補佐（農林水産部

長が指定するものに限る。）

８ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室技

術室長補佐

９ 農林水産部農業振興局畜産課技術課長補佐

１０ 農林水産部森林局森林整備課技術課長補佐

１１ 農林水産部水産局水産課技術課長補佐

１ 農林水産部農業振興局長

２ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室長

３ 県民環境部環境局自然保護課長補佐

４ 農林水産部管理局農政課主幹

５ 農林水産部管理局農業経済課長補佐

６ 農林水産部農業振興局農地整備課技術課長補佐（農林水産部

長が指定するものに限る。）

７ 農林水産部農業振興局農産園芸課技術課長補佐（農林水産部

長が指定するものに限る。）

８ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室技

術室長補佐

９ 農林水産部農業振興局畜産課技術課長補佐

１０ 農林水産部森林局森林整備課技術課長補佐

１１ 農林水産部水産局水産課技術課長補佐

平成２３年４月１５日 発行
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